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「公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配置の適正化」に関する意見 

2011 年 7 月 6 日 
 全日本教職員組合 

はじめに 

全日本教職員組合（以下、全教）は、2011 年度より国の制度として「小学校１年生の 35 人学級」が実現

したことを歓迎します。また、小学校 1 年生に続く学年進行を見据えて、新たな計画の策定に向けての検討

が開始されたことを積極的に評価し、今次の検討を通じて切実な国民的な願いである 30 人学級などゆきと

どいた教育を保障する教育条件整備に向けての動きを大きく前進させることを期待します。 
全教は、「新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）」（2010 年 8 月 27 日策定、以下 2010 年 8

月計画）に向けて、文部科学省（以下、文科省）の求めに応じて、2010 年 2 月 10 日付で意見書を提出する

とともに、2月 18 日の教育関係団体ヒアリングにのぞみ、当組合の基本的な見解を述べました。その柱は、

国の責任で 30 人学級を早期に実現することを基本に、地域の実情に応じた弾力的運用も可能にする制度へ

の改善を求めたものです。また、貧困と格差の拡大など深刻な社会状況を反映した子どもたちをめぐる困難

の広がり、「膨大な人数の定数内臨時的任用者」「病気休暇や介護休暇を取得する教職員がいても代替者さえ

配置できない」など学校現場の実情も踏まえた改善方向を示しました。さらに、これらの点もふまえ、幼稚

園から高校、特別支援学校に至る校種ごとの基本的な改善方向と枠組みを提示し、これらの事項の実現に向

けての文科省の努力を強く求めました。 
基本的には、その際に提起した諸事項は、今なお有効であり、東日本大震災と子どもたちを含む甚大な被

災状況も直視し、加味した計画的、具体的な改善が求められると考えます。必要な事項を再掲するとともに、

小学校 1 年生で 35 人学級実施に伴う課題を整理し、今次の検討にあたっての意見とします。「すべての子ど

もの成長と発達を保障する学校と教育を」という圧倒的な国民の願いを受けての検討であることを深く認識

いただき、真摯な検討と改善の具体化に向けたご尽力を期待します。 
 
１．検討をすすめるための6つの観点 

学級編制及び教職員定数の改善は、現在の学校と子どもたちをめぐる状況をリアルにみつめ、その問題点

や課題を教育的に打開する方向で検討が行われる必要があります。全教が提起する基本的な観点は次の6点

です。 

（１）すべての子どもたちの成長と発達を保障する教育を実現する 

教育は、すべての子どもたちの成長と発達を保障することをめざして行われる社会的な営みです。この

教育を充実させることこそ、父母、国民の願いであり、教育条件整備の役割です。 
今日、「貧困と格差の広がり」など社会状況を反映して、子どもたちをめぐる困難が広がっています。「す

べての子どもたちの成長・発達を保障する教育をどう充実させ、子どもたちをめぐる困難に接近し、打開

するための教育活動をすすめるか」という観点は、今日の学校と教育を考えるうえで欠くことのできない、

もっとも切実で緊急の課題です。東日本大震災とその深刻な被害状況は、この重要性をいっそう高めてい

ます。今回の検討にあたっては、教育条件整備に託された父母、国民の願いを正面から受け止め、今日の

子どもと教育をめぐる状況と課題を真摯に検討し、課題を解決する方向での計画として策定されることが

必要です。 
 

（２）一つひとつの学校の教育を支え、励ます条件整備が必要 

すべての子どもたちの成長と発達を保障する教育を実現するためにも、一つひとつの学校には、子ども

の実態と学校がおかれている地域の現状を出発点にしたそれぞれの学校の教育課程を編成し、計画的な教

育活動をすすめることが切実に求められています。それぞれの学校の教育計画と教育活動を支え、励ます

観点から学級編制及び教職員配置の標準が策定される必要があります。さらに、より子どもたちの実情に

沿った教育を実現するためにも、学校の教育計画・教育活動に対応した柔軟な学級編制や教職員配置が可

能となる弾力性を持つことも重要になっています。 
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（３）特別な教育的ニーズに対応する教育活動を充実させる 

 「貧困と格差の広がり」が子どもたちに与えている深刻な状況、引き続き高い水準で推移する「登校拒

否・不登校」、学習障害や発達障害を持つ子どもたち、外国文化で育つ子どもたちなど特別な教育ニーズを

持つ子どもたちの問題が大きくなっています。こうした特別な教育的ニーズを持ち、それぞれに対応した

ケアーを必要とする子どもたちも含めて、すべての子どもたちの成長と発達を保障することが教育の責務

であり、圧倒的な父母、国民の願いでもあります。今回の学級編制及び教職員定数改善が、こうした教育

への願いを汲み取り、この教育活動を可能とする教育条件整備計画として策定されることが求められます。

その際、教育活動を充実させる専門職の位置づけなど積極的な検討が必要です。 
 

（４）教育条件、教育予算などに関わる国際的な規準や到達点をふまえる 

日本の教育条件は、ＯＥＣＤ各国平均と比較しても大きく遅れています。教育機関への公財政支出の対

ＧＤＰ比（日本の 2007 年度 3.3％）をＯＥＣＤ各国平均（同年度 4.8％）に引き上げることができれば、

教育をめぐる遅れた条件を一気に引き上げることが可能になります。教育費、教育予算の割合を大きく引

き上げ、教育条件の水準を引き上げることが、教育をよくする一歩になることは明らかであり、今回の検

討がこの方向で大きく前進することが期待されます。同時に、ＩＬＯ・ユネスコによる「教員の地位に関

する勧告」や日本も批准している「子どもの権利条約」などの角度からも学級編制や教職員定数の検討が

行われることも大切です。今回の検討にあたっても、「学級規模は、教員が児童･生徒の一人ひとりに注意

を払うことができるようなものとする」（「教員の地位に関する勧告」第 86 項）水準が確保され、その条

件のもとで「児童の人格、才能ならびに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させるこ

と」（「子どもの権利条約」第 29 条・教育の目的）ができる教育条件への方向が示されることが期待され

ます。 

 

（５）現行の義務教育費国庫負担制度や教職員定数に関する矛盾と問題を解決する 

  現行の「標準法」及び教職員配置に関わる制度は、全国の学校にあらわれている「膨大な人数の定数内

臨時的任用者」「病気休暇や介護休暇を取得する教職員がいても代替者さえ配置できない」など教育の充実

には程遠い課題を噴出させています。私たちは、義務制第 7 次定数改善計画によって導入された「定数く

ずし」や義務教育費国庫負担制度の「改正」による総額裁量制などがこの状況の要因のひとつに位置付い

ていると考えています。今回の検討にあたっては、現行制度の矛盾や問題点をていねいにみつめ、分析し、

その打開をめざす制度改善の方向が示される必要があります。 
 

（６）教職員の長時間・過密労働を解消し、そのいのちや健康を守る 

2010 年 12 月に公表された教職員の病気休職、精神疾患の状況などは、いずれも今日の学校現場におけ

る教職員の勤務の実態を映し出しています。文部科学省による勤務実態調査（2006 年）によっても、教職

員の長時間・過密労働の実態はきわめて深刻なものになっています。また、ＯＥＣＤ調査によれば、日本

の小・中学校における教員の残業を含まない勤務時間（2007 年）の合計は、1960 時間とされており、比

較可能なデータのある 17 カ国中もっとも長く、各国平均（小学校 1662 時間､中学校 1652 時間､高校 1656
時間）を大きく上回っています。しかも、この労働時間は、いわゆる「法定勤務時間」の比較であり、「命

じることはできない」（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）とされながら、

文科省調査によっても膨大な時間が計測されている「時間外勤務」は含まれていません。全教の試算では、

文科省調査によって明らかにされた長時間労働を解消するためには、勤務日の時間外勤務に限定しても

小・中学校で 17 万人を超える増員が必要です。多くの教職員が週休日や休日の勤務を余儀なくされ、た

くさんの持ち帰り仕事を抱えた日々を送っており、早急な打開が求められています。教職員の勤務時間が

守られ、そのいのちや健康が大切に扱われることは、ゆきとどいた教育を保障する重要な条件です。 
 
２．国の制度として小学校1年生の35人学級実現と当面する諸課題 

（１）歓迎された35人学級、自治体の努力で少人数学級が前進 

  2011 年 4 月から実施に移された小学校 1 年生の 35 人学級は、全国の学校で、子どもたち、教職員、保
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護者からおおいに歓迎されました。これまで国における学級編制標準に準拠した学級編成基準で実施され

ていた県では、35 人学級が実施に移され、「子どもたちの表情がよくわかるようになった」「一人ひとりの

声に耳を傾け、向き合う教育活動ができるようになった」などの声は、教育条件整備が、一人ひとりの子

どもたちを大切にする教育への基礎的な条件であることを改めて教えています。これまで地方の独自努力

によって何らかの形で少人数学級に踏み出していた多くの道府県のうち、国の制度として 1 年生 35 人学

級を受けて、18 府県で実施学年が拡充され、少人数学級をめぐる新たな状況を生み出しました。この地方

の努力を後退させることなく、地方から広がった少人数学級への歩みをさらに大きくすることが求められ

ています。その最大の保障は、国の責任で少人数学級を進展させることです。 
 

（２）加配定数1700人の「活用」がもたらした新たな課題 

  一方、今年度の措置が「地方裁量によって小学校 1 年生の少人数学級に活用されている」加配定数によ

って具体化されたことは、少なくない混乱の要因となっています。文科省と都道府県教育委員会の詳細な

やり取りは承知するところではありませんが、地方裁量による少人数学級を実施してきた自治体はもちろ

ん、未実施の自治体でも加配定数の一定割合が引き上げの対象とされ、全国的な小学校 1 年生の 35 人学

級のために「活用」されています。そのため、他の目的（例えば、指導方法の工夫改善や児童生徒支援の

ための加配）で措置されていた教職員が引き上げられ、従来の到達点を踏まえたそれぞれの学校の教育活

動に支障をきたした事例などが各地で相次いでいます。 
全教は、先の意見書においても「教職員の配置は、学級数、児童・生徒数などをもとにした客観的な基

準によることを基本に、学校設置者及び学校の判断による増員（加配）を行う方式で対処することを求め

る」と主張し、基礎定数を充実させる方向での定数改善を求めました。それは、「加配」措置による定数

が単年度の措置を基本としており、将来的な定数改善が不透明、不安定になることを考慮しての主張です。

実際、「加配」定数として措置される教職員の多くが、単年度雇用を想定した臨時的任用者（いわゆる定

数内臨時的任用）に傾斜したり、指導方法の工夫改善をより多くの学校で実施するために非常勤講師の活

用が増加したりする傾向は、各地でさまざまな問題を生起させているからです。しかし、仮にそうであっ

ても、現に「加配」措置が行われている学校では、不十分な条件を工夫しながら教育活動の充実に生かせ

るように努力され、一定の教育効果につなげています。この加配措置を一方的に引き上げれば、それぞれ

の学校で積み上げられてきた教育実践に重大な支障を来たすことは明らかです。 
 

（３）小学校1年生35人学級をさらに前進させるために 

  以上のような経過は、小学校 2 年生以後の少人数学級を前進させるために、欠いてはならないいくつか

の観点を明らかにしています。 
 ① 国の制度改善の方向が示されれば、地方は将来像も見越して独自に実施している措置をさらに前進さ

せる契機としていること。これは、少人数学級が、きめ細やかな教育活動に有効であることを地方教育

委員会が認識していることの証明であり、何よりも圧倒的な父母・保護者、教職員、子どもたちの願い

であることを示している。 
 ② 地方の動きを安定的なものとするためには、具体的な進捗が担保された計画があり、国の責任で着実

に実行されること。 
 ③ 国の制度として学級編制標準を改善するにあたっては、それを保障する定数を十分に確保すること。

義務制第６次、第７次という改善計画で措置された「加配」定数の流用などの手法に頼ることのない計

画策定と具体化を行うこと。 
 
３．国の責任で、小学校2年生以降の少人数学級に向けて計画的実施を 

（１）国の責任による計画的な改善が必要－義務教育費国庫負担制度を堅持し、充実を 

全教は、「学級編制及び教職員定数に関わる標準」は、ナショナルミニマムとして、国の責任で教員の純増

による改善が行われなければならないと考えます。この標準は、固定のものではなく、子どもたちをめぐる

状況、教育の充実をめざす研究や教育実践の進展、国民の教育に寄せる期待やそれを支える財政状況などを

ふまえて、漸進的に改善され、充実が図られる必要があります。この立場から、学級編制及び教職員定数に
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関する標準が定められ、しかもその標準は全国すべての学校の最低基準として位置づけられ、ここに規定さ

れる教職員定数に関わる経費は、国の責任で担保される制度的保障がなければなりません。このためには、

義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担割合の改善を図ることが必要です。今回の検討にあたって、義

務教育費国庫負担を 1／2 に戻すことの決断を求めます。 
特に、今回の検討にあたっては、子どもたちと教育をめぐる現状を出発点にして、学校教育を充実させ、

すべての子どもの教育を受ける権利を保障する立場から、対象職種の拡充を検討する必要があると考えます。

その際、「学校教育法で学校必置職員として規定されながら、現行標準法によって完全配置が担保されていな

い」または「置くことができる職員に対する標準法の位置づけ」など学校教育における関係諸法令と教職員

配置の間で生じている矛盾を打開することも重要な課題です。 
また、前述の全国的にあらわれている制度的な矛盾や問題点を打開することも必要であり、正規採用者の

増による定数内臨時的任用者の計画的な解消など学校現場における非正規教職員の増加を抑制する具体的な

措置を盛り込むことを求めます。さらに、「定数くずし」政策も背景として急増している非常勤講師の「多用

化」は、教育活動を細切れにするとともに、計画的、集団的な教育活動を弱体化させる要因ともなっており、

必要最小限の配置にとどめるよう、制度的な改善を図る必要があります。 
 

（２）「教育交付金」（仮称）を創設し、学校、地方の実態に即した弾力性を担保する 

ナショナルミニマムとしての「学級編制及び教職員配置の標準」とともに、任命権者及び学校設置者の判

断によっては、国の最低基準を上回る学級編制基準及び教職員配置が可能となり、その財源についても一定

の範囲で国が措置する制度改善を検討する必要があります。それは、義務教育の全国水準を確保することを

担保するとともに、教育が子どもたちの実態、地域の実情によって具体化されるという本質的な姿から導か

れるものです。 
全教は、先の意見書において、義務教育費国庫負担制度による国庫支出による全国的な教育水準の確保を

前提に、地方が子どもの実態、地域の実情に応じた創意あふれる教育活動をすすめるための経費に充当でき

る「教育交付金」（仮称）の創設を提起しました。小学校 1 年生の 35 人学級実現と地方でのさらなる拡充は、

地方が教育に抱える財源を持つことの重要性を示しており、制度的な確立が重要課題になっていると考えま

す。なお、全教が提起している「教育交付金」（仮称）は、地方交付税交付金などとは異なり、地方の判断に

よる教育の充実のための人的経費にのみ使用可能とする特別財源として位置づけるものです。国庫負担を補

完する地方交付税交付金の位置づけ、現行の交付金制度で積算されている学校教育関係人件費との調整を図

るとともに、地方の判断で国標準を超える教育条件を整備することを推奨する趣旨に沿った地方交付税交付

金の充実及び「教育交付金」（仮称）による財政保障の必要性を真剣に検討いただくことを求めます。 
 
（３）高校教育費国庫負担制度（仮称）を創設する 

 2010 年 8 月計画では、高校における学級編制標準の改善が見送られました。これは、「子育てを社会全体

で応援する」（2010.1.30 鳩山首相施政方針演説）立場から高校授業料の実質無償化に踏み出し、教育費を

めぐる大きな転換を迎えている状況とは明らかに反するものです。全教は、長年の教育費自己負担主義を転

換させた政策動向と高校への進学率が 98%という現実もふまえ、今次の検討において高校の学級編制標準の

改善が盛り込まれることを求めます。そのためにも、小学校、中学校に準じた「高校教育費国庫負担制度」

（仮称）の創設が必要だと考えます。高校教育における基礎的な条件整備に国が責任を持つことを鮮明にす

るためにも真摯な検討を要望します。 
 

４．今次の検討に当たって留意すべきいくつかの事項について 

今次の検討にあたって、「検討事項」として提示されている５つの項目について、他の項でふれることがで

きなかった点について、全教の基本的な意見を整理し、提示します。 

（１）特別支援教育の充実について 

  2010 年 8 月計画では、特別支援教育関係の学級編制標準や教職員定数改善に向けた具体的な計画が示

されませんでした。現在、特別支援教育にかかわっては、児童・生徒数の急増を主たる要因とする学校の

過大規模化、学級への入級児童・生徒の増加などによる深刻な教育条件の低下が各地で起きています。本
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来、一人ひとりの発達段階と教育的ニーズをふまえた教育の場である特別支援学校・学級の現状をこのま

ま放置することはできません。次項で提示する全教の改善案もふまえ、早急な打開策の検討が求められて

います。学級規模別の教職員加配を行うとともに、学校設置基準の策定をはじめとした制度全体の検討も

あわせて要望します。 
 

（２）東日本大震災の甚大な被害に対応した教職員配置について 

被災地では懸命の復興に向けた努力が傾注され、生活再建、教育活動の再開に向けたとりくみがすすめ

られています。避難所となった学校では、教職員が自らの被災にもかかわらず、教育活動の再開に向けた

とりくみとともに、懸命の奮闘で被災者を支え、復旧・復興に向けて重要な役割を発揮してきました。子

どもたちの精神的なケアも継続的な教育課題です。被災地、とりわけ具体的な教育活動が展開される学校

の要望を踏まえた教職員配置は緊急かつ重要な課題です。2011 年度において措置された加配を継続すると

ともに、スクールソーシャルワーカーなど専門職員の配置を積極的に検討するとともに、子どもたちと学

校、地域の実情に応じたきめ細やかな教職員配置が望まれます。 
 

（３）今後に向けた計画的・安定的な学級規模・教職員配置の適正化方策について 

  小学校 1 年生の 35 人学級実現とそれをめぐる地方の動きをみるだけでも、学級編制標準と教職員定数

の改善が、安定的な計画のもとに実施されることの重要性がわかります。それは、中教審初等中等教育分

科会の「提言」が指摘している諸事項にかかわってもいえることです。例えば、「非正規教職員の配置増」

は、他の諸制度とも関連しながらも、基本的には安定的な改善計画がないもとでの単年度措置にならざる

を得ない加配定数の増加を背景にしています。全教は、ゆきとどいた教育をすすめる基礎的な条件として

学級編制標準や教職員定数改善があると考えており、計画的な学級編制標準の改善とその安定的な実施が

極めて重要な課題であると認識しています。2010年 8 月策定の計画をさらに実施期間を短縮させること、

複式学級の解消を含む学級編制標準の改善とともに、基礎定数充実計画を策定し、安定的に実施に移すこ

とを強く求めます。 
 

（４）学級編制標準及び教職員定数改善計画と財政について 

  2010 年 8 月計画では、学級編制標準の改善とともに「教職員配置の改善」（2014 年からの 5 か年計画）

が盛り込まれました。しかし、この計画では「平成 26 年度以降の改善増に必要となる恒久的な財源確保

について理解を得ることが必要」と明記され、当初の小学校 1・2 年生での 35 人学級が縮小された経緯や

今回の検討にあたっても、財源問題は大きなテーマとなることが想定されます。学級編制や教職員定数の

改善に相当額の経費を要することは当然ですが、「恒久的な財源確保」を文科省がことさらに強調すること

の妥当性は問われなければなりません。前述の「OECD インディケータ（2010 年版－2007 年統計）」の

数字でも明らかなように、日本の教育機関に対する公財政支出はＯＥＣＤ諸国と比べても極めて低位であ

り、平均値まで引き上げるだけで国と地方あわせて 7兆円を超える教育予算予算増とすることができます。

教育予算の抜本的な増こそ求められる姿です。何よりも、一人ひとりの子どもたちを大切にするための教

育条件整備は、圧倒的な父母・保護者、国民の願いであることをふまえた文科省の努力が求められます。 
 

５．新しい教職員定数改善計画の策定について－全教の学級編制及び定数改善への提案 

全教は、先の意見書において、それぞれの学校種に応じた『学級編制と定数改善への提案』を提示しまし

た。小学校１年生の 35 人学級が実施に移されたことを踏まえ、改めて以下の改善への提案を示します。 
（１）基本的な改善方向 

１）学級編制の標準は、小・中、高校を 30 人以下とし、特別支援学級及び学校、幼稚園はそれぞれの学

校に通う子どもたちの成長・発達を最大限に保障する観点から別に標準を設定する。当面、早急にすべ

ての学年での 35 人学級を実現し、順次 30 人以下に前進させる具体的な計画を策定する。 
２）障害児学校における学校設置基準を策定する。あわせて、学級編制標準の改善に対応した施設、設備

改善計画を策定する。「教室が足りない」ことを理由にした学級編制標準の具体化の遅れをつくらない具

体的な計画とする。 
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３）教員の担当授業時数について、学校種に応じた上限的な規制を導入し、必要な教員数を確保するため

に現行標準法の方式による「学級数に対応した乗数」の改善を行う。この検討にあたっては、少なくと

も、文部科学省が言及してきた「1 時間の授業につきましては、1 時間程度は授業の準備が必要ではな

いか」（たとえば、2002 年 3 月 25 日参議院文部科学委員会での答弁）が教職員定数改善の方法として

具体化されることを求める。 
４）教職員の配置は、学級数、児童・生徒数などをもとにした客観的な基準によることを基本に、学校設

置者及び学校の判断による増員（加配）を行う方式で対処することを求める。 
５）子どもたちの実態、とりわけ特別なニーズに対応した専門職の位置づけを明確にして、学校に配置す

べき新たな職種についての検討を行う。この際、国の責任による教職員配置の立場から、標準法対象職

員として位置づけを明確にする。また、現在、学校に勤務している市町村費などによる教職員の雇用安

定、身分の適正化との調整を図ることを求める。 
 
（２）校種別の学級編制基準及び教職員定数改善計画の方向 

【幼稚園】 

１）学級編制の標準 
  今次の検討に幼稚園の学級編制標準の改善を盛り込み、現行の「35 人以下」という一般的基準を改め、

3 歳児－15 人、４～5 歳児－25 人の編制を標準とする。 
２） 定数改善 

① 園長を専任配置する。 
② 学級数に対応して、少なくとも小学校と同程度の教員数を確保する。 
③ 障害を持つ子どもを受け入れた際の加配を制度化する。 
④ 養護教諭、事務職員、現業職員の配置を促進する。 
 

【小・中学校】 

１） 学級編制の標準   
現行の「40 人」を改め、小学校 2 年生以降の 35 人学級を段階的に実施する。複式学級は、基本的に

解消することをめざし、学級編制の標準を改善する。特別支援学級は、1 人でも学級認定をすることを

基本に、障害種別での教育を保障し、6 人以下の学級編制とする。特別支援学級では、生活年齢による

学級編制を重視する立場から、小学校では低学年・高学年、中学校では学年の区分による学級編制とす

る。 
２）定数改善   

① ゆきとどいた教育を実現するために、小学校での専科教育の充実をめざすとともに、小規模中学校

においても教科専門の教員免許状所有者の完全配置が可能となる教職員配置の最低保障を設定す

る。また、教員の担当授業時数の上限を設定し、授業準備、授業整理の時間を確保することをめざ

し、小学校 20 時間、中学校 18 時間を目標に計画的に改善する。この担当授業時数には、学級活動

や特別活動に係る指導時間を含むものとする。 
② ①の趣旨をいかし、小学校では（一定の学級規模以上校となることはやむを得ないとしても）、学

級数に対応した学級担任教員に加えて、専科教育担当教員を配置することとし、小規模校での実現

をめざす定数改善を行う。この考え方を学級規模に対応して実現するために、現行標準法に規定す

る「学級数に応じた乗数」を抜本的に改善する。 
③ 学力向上や生徒指導上の諸問題に対応するために、児童・生徒数に応じて教員を増員配置する。 
④ 通級指導教室をすべての小・中学校に設置する制度として位置づけ、各学校に 1 人の教員を配置す

る。また、学級編制の標準に準じた「教室編成の標準」を設け、漸進的に配置改善を図る。 
⑤ 現行の特別支援教育支援員の配置と別に、特別な教育的ニーズのある子どもたちに対する教育的指

導に対応する教員の配置を行う。学年 1 名の配置をめざし漸進的に改善する。 
⑥ 養護教諭の全校配置を実現するとともに、児童・生徒数に応じた複数配置を計画的に進捗させる。

当面の複数配置基準を「子どもの顔が見えて、名前がわかる」ことを重視して、小学校、中学校と



 ⑦

もに 300 名を目標とし、漸進的に改善する。夜間中学校への配置を検討する。 
⑦ 各学校に、特別支援教育コーディネーターを配置する。 
⑧ 学校事務職員について、子どもたち、教職員とともに「学校に勤務してこそ学校事務職員」の原則

を確立し、全校配置を実現するとともに、地方交付税交付金によって単位費用が積算されている事

務職員人件費も（標準法定数に）組み込み、児童数・生徒数に応じた加配を行う。就学援助認定の

児童・生徒数によって加配されている学校事務職員については、就学援助認定者の急増という現状

にてらして、加配基準を改善するとともに、該当校全校への配置をめざす。 

⑨ 学校栄養職員について、本人の希望も考慮した栄養教諭への任用替えを早急にすすめる。配置につ

いては、安全でより豊かな学校給食の実施と食育の充実のため１校１名の学校栄養職員・栄養教諭

の配置を行う。共同調理場に配置される学校栄養職員、栄養教諭の定数改善を図る。 

⑩ 学校図書館機能の充実を図るために学校図書館司書・職員を専任化する。その際、学校設置者によ

って配置されている図書館職員の身分安定、雇用継続との調整を図る。 
⑪ 地方交付税によって措置されている小・中学校の現業職員を標準法対象職員として位置づけ、全校

配置をめざす。 
⑫ 校長は、学校に１名配置とし、教頭の複数配置を廃止する。 
⑬ 学校と教育、教職員に対する管理・統制施策として導入された「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」

を廃止する。 
 
【高等学校】 

１） 学級編制の標準  
 2010 年 8 月計画で見送られた学級編制標準の改善を盛り込み、当面、以下の改善を実現する。 

① 全日制普通科では 35 人学級を標準とする。 
② 定時制では 20 人学級を標準とする。 

③ 職業専門教育をおこなう職業科については、全日制 25 人学級を標準とする。 
２） 定数改善   

① 2002 年高校標準法等の一部「改正」を見直し、教職員定数については生徒の収容定員による標準か

ら学級数による標準に戻す。この趣旨から、平成 13 年 6 月 29 日付「公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部改正について（通知）」の第２、２（３）イ（イ）

を見直す。 

② 小規模校においても円滑な校務運営を保障し、免許外教科担当を生じさせないための最低保障の標

準を定める。 

③ 教員の担当授業時数について、ロングホームルームも含め 15 時間を上限として教職員定数を定め

る。実験・実習をともなう教科の担当者については、準備、後始末に必要な時間を担当授業数に考

慮する。 

④ 学校教育法第 22 条「教職員定数の算定に関する特例」について、次のような課題等を持つ学校に

ついて、加算を行う。 

ⅰ）学習・生活指導上の困難が集中している学校には、一定の客観的基準を定め、加算を行う。 
   ⅱ）特別な教育的ニーズに対応する指導のための加算ができるようにする。 

 ⅲ）生徒の進路及び特性その他の事情に応じた支援加算を行う。 

⑤ 通信制の教諭定数については、在籍生徒数を一定の除数で算出することとし、レポート指導やスク

ーリングの実態などをふまえた改善を図る。 

⑥ 養護教諭は、全校配置を基本に、通信制、分校にも配置する。複数配置基準を 300 人に引き下げる。 

⑦ 実習助手については、2004 年 4 月の学校設置基準で、「高等学校には、必要に応じて相当数の実習

助手を置くものとする」とした「改訂」を見直し、必置職員として位置づける。 

⑧ 学校事務職員については、現行標準法を基礎に定数の充足を図る。 

⑨ 現業職員を学校教育法、標準法など関係法規に位置づけ、職名は学校現業職員とする。定数配置に

あたっては、現行の地方交付税交付金積算単価に準じて、収容定員 600 人の場合は 4 人を標準とす
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る。 

⑩ 専任、専門、正規の学校図書館職員を学校教育法、標準法等関係法規に位置づけ、職名を学校司書

とする。 

 
【特別支援学校】 

１） 学校設置基準を策定する。 
全国に広がる「超」過大規模校などの現状をふまえ、障害児学校設置基準を策定し、在籍するすべて

の子どもの成長と発達段階に即した教育活動にふさわしい学校規模、施設・設備の全国的な具体的基準

を確立する。 
２） 学級編制の標準   

学級編制は現行通り小・中学部 6 人、高等部 8 名とし、障害種別に設置する。重複学級については、

「重度・重複学級」と改め、3 人を標準として、辻村報告（1975 年 3 月 31 日、「重度・重複障害児に対

する学校教育の在り方について（報告）」）及びその後の医療的ケア必要児の位置づけなどを考慮して対

象児の規定を設け、学級編制をすすめる。訪問教育については、教員の移動時間も勘案して通学生と同

等の指導が可能となるものとする。また、幼稚部・専攻科を標準法に位置づけ、幼稚部に重度・重複学

級を設置する。 
３） 定数改善 

① 障害種別の専門性を重視し、複数以上の障害種別を対象とする特別支援学校における「障害部門」

の制度を新たに位置づけ、それに必要な定数標準を設ける。 
② 小学部・中学部における学級規模別教職員配置に係る乗数について、大規模校になるほど児童・

生徒比の教職員数が低下する現行制度を抜本的に改善し、少なくとも 1 学級 2 名の教職員配置を

保障する。 
③ 「特別支援教育」制度化にあたって新たに位置づけられたセンター的機能を担う教員定数を当面、

学校あたり複数配置とする。各学校におけるセンター的機能の拡充を推進するために、漸進的な

配置改善の計画を策定する。 
④ 多様な子どもたちの障害実態に対応する多様な教育課程・学習グループ編成、複数担任による学

級指導などの実態を踏まえ、学級あたりの教員配置の乗数を改善する。 
⑤ 養護教諭について、幼稚部を含むすべての学部に配置する。 
⑥ 医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校においては、看護師を配置する。常時マンツーマ

ンによる対応が必要な重度・重複児に対して必要な教員を配置する。 
⑦ 寄宿舎指導員の配置に関して重度・重複障害児を考慮できる制度とする。複数以上の障害種別を

対象とする特別支援学校の寄宿舎における寄宿舎指導員は、障害種別ごとに舎室を設ける前提で

定数配置の標準を定める。最低保障数を 14 名とする。 
⑧ 地域的状況および交流・共同教育の促進を目的として通常学校内に分教室を設置する場合、教育

課程の編成に支障をきたさない教員配置と、養護教員、事務職員、看護師をはじめとする必要な

教職員の配置ができる制度とする。また分校の職員配置は本校に準じて行う。 
⑨ 理学療法士、作業療法士、言語療法士、視能訓練師、歩行訓練師など子どもたちの特別なニーズ

に対応する専門職員を標準法に位置づける。その際、特別支援学校に現在配置されている専門的

教育指導を目的とする専門教員枠とは、別途の扱いとして制度化する。 
⑩ 就学相談、入学前からの教育相談に対応する教員をすべての特別支援学校に配置する。 
⑪ 障害のある教職員のための職務補助制度を確立し、ヒューマン・アシスタントを配置する。 

 
【その他】 

中等教育学校における教職員配置は、中学校及び高等学校に準じて改善する。    
 以  上 


